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ロシア臨時政府に関する一考察(中〉

一一一特に連立政府に対するエス・エ/レの動向を中心として一一一

f~;j [i司 1建次m:

はじめに 第1節第一次連立から第二次連立へ(本号)

第I章第一次連立政府の成立(以上12号) 第2節 第二次連立から第三次連立へ(以下次号)

第耳章連立政援の展開とその矯結 おわりに

第 11章 連立政策の展開とその帰結

第 I節 第一次連立から第二次連立へ

( 1 ) 

蔀章で， ~ コれわれは，第一次連立政府が成立するまでの過程を検討し，エス・エノレ=

i ンシェヴィキ・ブロックが，その誕生を「全面的支持」の決議をもって迎える事清を明

らかにしてきたっところが，第一次連立iiまだその祝福の声も消え去らぬ 5月188，早く

もその最初の亀裂を露呈するのすなわち，商工業相コノヴァロフの辞迂問題がそれで、ある。

われわれは，設の辞f壬の理由と結果にふれる前に.先ず 5月16日にもたれたベト
ロゲラード・ソヴェト執行-委員会の決議について一己・しておかねばならなL、これは，執

行委民会経済誌;で採釈さ，hた決議を基礎に.執行委員会および「同志の大臣J(TOBapH山H-
MHHHC吟 bI)の経済分野ι.t.;(十る実践的指将方針を討議・決定 Lたものであるが， コノヴ、ア

p ゾ詩i誌のIh詩的な舞台長置は， てのi):1;おこそって政府の経済政策を進めようとし た労動

十日スコベレゾ九と二1 ノヴァロゾとれJ)i触の過程で生み出されたものだ1)通らである門すでに

ιてきたように、第一次連立政府;ム 三月 5日付宣言の中で. r国家的，社会的統制のな
Jゴ--~習の計画的導入ー'という方向をう九u1したが，執行委員会経済部の決議は，こ ltをさ

らに進めて. r意識的」な宅「全面的・ ι;j-画的Jな「冨家の介入J. しかもそれが :DP亥1
実行されねば主らない」ことを強調している。具体的な方策として挙げられているのは，

経済情勢の解明に当たる機関，計画的規制を執行する機関の創設，商業(穀物，肉.塩，

攻革〉の国家独占， トラスト(石炭，石油の採取，金属，砂糖，紙の生産}の国家による

境;I;IJ.殆と、全分野にわたる原料・生産品の分配と部j格決定への国家規制，全信用機関の国

家的社会的統;1日J.労働義務指jの導入，有産者階級へのおい課税，等々の諸点である。執行

委員会の討議では，全報告者によって， r消費の分野と共に，生産にかかわる分野におい
ても，国家権力の介入」の必要性が指摘され，経済部の決議の基本的立場が承認された%

1) CM. DeTpOrpa，llclm益COBeTpa60鴨 XH COJI.llaTCKHX .llenyTaToB (n予OTOKOJIbI3ace瓦aHH員)， Nし
九， 1925， CTp. 146-150. 
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高岡建次部

ところが，この決議に対して 高部ロシアの独占の間から，空想的言辞として非難の

声が上ったのをはじめ ブ‘ノレジョアジーの韻.IJから厳しい反対の態震が示されて，政府は，

実施可能な経済政策の作成に窮し，結局，その仕事を，商工業相コノヴァロフ，蔑桔シン

ガザョーフ，労{動相スコベレフの三人による協議に委ねたので、あるc協議の中心は，経済

への富家の分入をめぐ、る問題にあったが，国家の介入それ自体の必要性については，誰一

人として反対する者はなかった。特にコノヴァロフについて言えば，臨時政清成立以来の

商工業相として，すでに彼は 3月から 4月にかけての談話や演説の中で，商工業関保へ

の国家の分入を認め，その-J曹の拡大をめざして，新委員会を創設し，従来の規制機関の

権限を強fとすること，広汎な公共団体や民主主義的な諸層を規制活動へ参与させることを

主張しており，企業家団体への国家統制，一連の労動保護政策，さらには企業利潤の鵠摂

にさえ言及していた。それは，戦争と経演的破局の条件に{足追され，諸外霞の富家独占資

本主義的経済体制の摂取とL、う摂界内にとどまるものとはいえ，当時の後進的性格をもっ

ロシア・フツレジョアジーの中にあっては，その進歩的部分を代表する見解とみることがで

きょう 130

したがって，解決を要する冥の論点は，国家介入の形態とその限度についてであっ

た。この点について，三人の大臣は，主要工業部門における「より決定的な国家介入の荏

立J.特に，費金と企業利潤の規制を行なっていくことが望ましいという点で合意した汽
ところが，その合意、に基づく政府の声明が作成されるより早く，冒頭にのべたコノヴァロ

フの辞意が表明されたので、ある。コノヴァロフは，この時，スコベレフとの間に原則的な

不一致はないとしつつも，数日前に行なわれたスコベレブの演説と彼の立場とは両立しえ

ぬこと，また「民主主義的機関」を次々と活動にとり入れるのは，企業を経済的に未経験

な人々に委ねて.改善よりは解体を生み出すものであり，政府によって実施されんとして

いる工業生産の統制・規制は，その形態，その手段において賛成しえないという趣旨の言

明を行なっている汽 この場合， I民主主義的機関Jの内容には， I革命的民主主義Jと称

するソグェート内の諸勢力の参加が，当索、にも含まれているものとみてよい。

以上のことから. コノヴァロフの辞任の理由として先ず確認される点、は， ソヴェート

の参加を含む大衆的な工業の統儲の方向，企業家の許容限度を越える規制のあり方に対す

る抗議として，辞任の表明がなされたという点であろう。だが，この際にわれわれが重視

したいのは，この直接的な理由・企図の背後に詰aたわる彼の辞任の基本的な狙いである。

事実， コノヴァロフは，その辞任の機会に前後して，上述した主張の枠組みをはかるに越

える発言をしているのであっ，まさにその点が，当時のエス・エル=メンシェヴィキ・プ

ロックの指導屠に対して，大きな績撃を与えたので、あった。ここでは，後が，辞在tこ先立

。CM.n. B. BOJIo6yeB， 3KOHOMHlJeCKa冗 nOJIHTHKaBpeMeHHOrO npaBHTeJlbCTBa， M.， 1962， CTp. 
認-61.
2) CM. n. B. BOJIo6yeB， TaM淑e，CTp. 69. 
3) CM.口.討.MHJlIOKOB， HCTOpi冗 BTOpO量手yCCKO詰peBOJI抱UHiH，T. 1， Bbln. 1. Co争協， 1921， CTp. 
192. 文中にあるスコベレフの演説とは， ミリュコーフによれば 5月13EIにソヴェートで行なわ

れたもので，その中でスコベレフは，企業，銀行の利潤の差押さえ，有産者への復舎なL、1∞%の課

税，株主への強制的労樺義務鵠の必要性を主張L. また，労働者のj量産の経済的要求と L、う株主の
言葉は，作り話だと非難したという。 (CM.TaM LKe.) 
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つ 2目前 5月 16日に，モスクワで行なった演説の内容をとり上げて，その辞在の基本

的理由と企留を探ってみよう。

コノヴァロフは，そこで，群集の悪しき本能を煽るアジテーションによって，国内に

破壊，アナーキーが横行し労働者li，その実現が企業の完全な破滅を意味する要求を提

出し， しかも，その形慈が，ますます堪えがたく許しがたし、生格をとりつつあることを強

調しもしも，労兵ソヴェートの指導者が，その運動を抑制し「合法的な階級間争の軌道J

へと向げえないならば，伺百とし、う全業が停止し，経済の完全な麻埠，幾百万の矢業者，

凱銭，到る所での死，すべての人々の破滅をみることになろうと警告するの一般大衆は，

その時になって初めて気付くのであろうが，それでは遅すぎるっそこで，彼の演説は，次

のような言葉をもって結ばれる。「もしも政府が，必要な十分の権力をもっているならば，

もしもロシアの運命に対する各人の責任惑が，すべての人々によって自覚されるならば，

ロシアは，疑いもなく，現在それを脅かしているすべての危検から完全に首呈よく抜け出

るであろうJ1)o

このような結論を岳覚しつつ，その 213後に辞職したということ法，彼が，第一次連

立政府の中に， r必要な十分の権力」を認めえず，彼の辞職が，そこへ到達する一つの過
程として有効な行為たりうると判断されたことを意味する。ミリュコーフも， コノヴァロ

フの辞任の理由にふれて，部分的にi土，政府の考えている社会的統制の形患，工業生産の

規制の手段に対して疑問を抱いたことにあるが，より包括的に立，その軍事的在務が崩壊

した時にグチコーフを，その対外政策が崩壊した時にミリュコーフを内謁から去らしめた

のと同じ理由，すなわち，真の全権力を致飛が発揮すべき持にその兆しすら見出しえぬ事

情にある，という趣旨の記述を行なっているの。コノヴァロフの辞職は， エス・エノレ=メ

ンシェヴィキ・ブロックの指導層にしてみれば，いわば突烹の衝撃的事件で、あったが，rわ
が工業界の最も影響力ある代表者の一人」めとして，彼のとった行為立，当時のブ、ノレジョア

ジーが，高まる工場占拠やストライキの波の中で惑じとった較しい危機感の反映であっ

たの 5月初日，商工業者の組織の代表 f?とるクートレノレポyTJIep，H. H.)が関議に出花

し，労働者の要求を.企業の存立正盤そのものを奪うものとして攻撃しひいて立労i勤者ー

の地位の悪化を事部、て「実物教alllJ吉年えることになろうと発言した時，コノヴァロフは，

社会主義者と共にその脅迫的言辞に抗議したが4) 上述した彼の演説は， クートレノレの発

言と同じ題旨のことを， クートレノレの調子を上まわる激しさをもってくり返してL、る〔

岳己の辞職によって，全権カを掌握する強力な政府の確立を促したコノヴァロフ;に

さらに進んで，一つの衝撃的な提言をつけ加え， その行為の有効性を祷強したo 1.1ズヴ

ェスチャ」によれば，筏は.政府がその全権を明示しないことを見越Lて， 1革命の次の

設階へと移行し同質の，すなわち，社会主義者の内閣を成立させねばならない」り と表

日 Cf.Selected and ed. by R. P. Browder and A. F. Kerensky， The Russian Provisional Govern-
ment 1917-Documents， vol. II， Stanford， 1961， pp. 668-9. なおこの資料集は 3巻よりなる
が，以後， Documents， 1， II， IIIと略記する O
2) CM. n. H. M沼況ぬKOB，TaM )五e，BbIll. 1， CTp. 192-3. 
3) Documents， II， p. 1295. 
4) CM. n. H. MHJHOKOB， TaM )l{e， BbIll. 1， CTp. 188-190. 
5) Documents， II， pp. 670-1. 
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明したのである。このような種類の提案を，すでにわれわれは，例えば連立政府を生み出

す過程でのりヴォーフの発言の中にみてきた。それは，直ちに全権力を掌握することがで

きず，また，するべきではないと考えていたエス・エル=メンシェヴィキ・プロックに対

して，政権への参加=連立の形成を強要する或る種の脅迫として機能したので、あるが，今

回のコノヴァロフの提言は，そのようにして成立した連立政府の段階で‘提起されてL、ると

いう点で，一層厳しい選択を迫るものと言わねばならなL、。エス・エル=メンシェヴィキ・

ブロックの主流は，いうまでもなく，依然、として同様の立場に立っているのであるから，

そして，コノヴァロフもそのことを承知の上で提案しているのであるから，それは，事実

上，政府内の非社会的分子の一方的な連立からの脱退をもって政府の存在そのものを危機

におとしいれるか，それとも，それをさけようとすれば，政府内の社会主義グループが，

一層の妥協をもって，非社会主義的部分との連立を確保するように努めていくかという，

いずれにしても望ましからぬ二者択一を押しつけられたことになる O 第一次連立政府は，

生まれてたった二週間後に.早くも「部分的な政府危機JOに直面したわけで、ある O

ソグェート内のエス・エノレ振を指導する位置にあったゴーツは， コノヴァロフを，新

しL、経済統制の思想を理解しうる人物とみて特別の期待をかけていただけに，辞職の事態

を知って激怒した。伎は.rこれは，まさしく，連立に対する挑戦だ。技おな不意討ちだ。
もしもこれがコノグアロプでなかったら，私は， wこれは挑発だJとL古、た1.，2) Jと叫んだ

としづ。チェルノーフは， この言葉につづくゴーツとの興味ある会話の内容を，次のよう

に記しているC チェルノーフは，この時，ゴーツに対して，そこには，いかなる悪意、も挑

発もなく，社会的展家的統制の如き問題は，まさに社会主義者の手によってのみなしうる

試みなのだと言ったが，ゴーツは，彼らに対する左右からの攻撃， すなわち. r資本家大
臣j を除去し，彼ら.エス・エノレ・メンシェヴィキを同盟者なき存在にして仕末しようと

するボザシェグィキの民と，エス・エノレ・メンシェヴィキの破滅を見越した上で，カデッ

トやその同類を内閣から離脱させ，軍事独裁を夢みている帝政派の陰謀をあげ，今や， コ

ノヴァロフの如き人々までが， これとい]じようなことを語っていると反論した。「岳分達

の政治的基盤を削りおとすのではなくて，拡大していかねばならネL、連立を放棄するの

ではなくて，両手で、それをxえるべきなんだJ。これがゴーツの結晶だった330
チェルノーフは， ここにみられるゴーツの立場を次のように性格づけている。「ゴー

ツの口を通してわれわれと語っているのは，本質的には，いわゆる『シベザア・ツィムメ

ルワルド派Jのグループそのものであった・・・…その中には，次のような人々，すなわち，

Y1.r.ツェレテリと φ.Y1.夕、、ン，あるいは，彼らと結合していた B.C.ヴォイチンスキ

ー， グァインシティンーズヴェズヂンといった人々がし、たJ4)o エス・エル=メンシェヴ

ィキ・ブロックの結び呂となっているこれらの人々の基本的立場については，ここでくり

返すまでもなし、。ブ、ノレジョアジーの側から強いられて，いやいや連立政時の構成に同意し

た彼らは，今度は，そのブルジョアジーの側から， 連立政府の解悼を迫られているo r中

1) 口.H. MHJHOKOB， TaM )Ke， Bblfl. 1， CTp. 192. 
2) B. M. 4epHoB， OepeJl 6ype邑， Hbね・白OPK.1953， CTp. 333. 
3) CM. B. M. 4e戸 OB，TaM )Ke， CTp. 333-4. 
4) B. M. 4epHOB， TaM )Ke， CTp. 334. ヲi毘句中の…ぃ・部分は引F持者の省略。
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道社会主義者は，今や一つのジレンマに直面せしめられた と，チェルノーフは別の所

でのべている一一彼らは， I主工業の代表者との連立を放棄すべきなのか，それとも，連立

を誰持するために.彼らがお膳立てをした広範な再建のプログラムを放棄すべきなのか?

彼らほしりごみし，そLて屈服した。致命的な後退が起こった..'1) J 

その後，第一次連立政府の経済政策を規定していったのほ，時.工業椙代行として.経

済政策に関する政府宣言の原案を作成することになったカデットのステパノフ (CTenaHOB，

B. A.)であった。設;t， 6月8E3 .その宣言原案を政府に提出したが.その際.それに対

する「完書j を付していた。その中で. f皮;ム 「若干のグループJが要求している社会主

義的経済制度の撰取は，今のロシアにとって「不可能jであるが，同時に，経済的崩壊の

さなかにあって，自由経済への復局をすすぬることもできないこと，唯一の行くべき近

は，在、有の原HfJを堅持L.i詩人のイニシャチブを保持しつつ.国民経済の重要部門i二対す
る国家的規制を行なってL、くことであるとのべているc しかし，全経済をまるごと規制i

Lょうとするのは， 明らかに空想的な冒険へ舟かうことを意味する」。最も効栗IYJな境~tlj

のhi:tは，国家独占」を確立することであろうが， ここで設がお示しているのは，すで
i二一定の土壌が築かれている分野(例えIf. 砂糖.U炭茶)での|話業の独占だげであり，

生産の独占は除外されている 2)。 これを最初の部分で"~htニ 5 J1 16 Flのソピェート*1¥行

委員会の決議にある全面的な討画的な国家介入の即時実施という )J1[IJと之江比すれば，その

後退はー吾瞭然、である。

さらに. 6月 28日に;工，労(動揺スコベレフの 27[l f、tアピーノレが出されたc アピー/レ
の目的は，明らカミに，労働者の「自然発生iねな行動 jの抑訴に[[1]げられたものであり。工

業を崩壊させ，国庫を主にするほどの賃金値七Fの試λ，雇用去との交渉を拒否Lての訴

力による要求貫徹の動きなどが，具体的に指指さ:ft非難されているのの これと全く IdJ怯の

非難を， クートレノレが|詔議で、発言 L，コノグァロフも辞任i宣言iiの演説で行ない，ステノ二ノブ

も宣言案の仁1 I でくり ;i~ Lた。一月ほど!誌には， このような非難・攻撃をブルジョアのi'Fり

活と Lて切り返したことのあるメンシェヴィキのスコベレフが，公布さ，Jlな;う追ったステハ

ノフ案のその応分を公黙とアピー/ししているのこのIln.ロシアの深 tíl~ をふるがす-革命活動

の昨 11:.;こは， 6月3日の話-[riJ全員ソヴヱート jd?のp司会. 6月 10fl デモの ~d-両をめぐる

エス・エノレ=メンシェヴィキ・ブロックとポリシヱヴィキの斗-¥'f.. ()月 1811デそになら，h

るポリシェヴィキの援位が記されてLべ。

i 10名の資本家大臣反対..'J， I全権力をソグェートヘメ」というスローガンが次第に大

1) V. Chernov， traslated and abridgεd by Ph. E. I¥losely， The Gτeat Russian Revolution，お.)'.， 

1966， pp.215-6. 
2) CM. 3KOHOMHQeCKOe nOJIO)KeHHe POCCHH HaKaHyne BeJIHKoII OKT兄6pbCKO負 COUHaλHCTH可ec-

KO負 peBOJI回UHH，M.-λ. 1957， Q. 1， CTp. 220-5. なお，このあとには i経済政策の諸問泡i二段，-
る政府立言案」が刊されているが (CTp225-7)， そゾ)!付存;工， 本jとでふれた[士、r，Ij:Jのj付有をγ〈:i
!えに要約したものである。 また， 1，1ij文書を通じて， ト)ji動!iιよる無政府的な企業:占拠J. 11[hj々 ω
企業の『社会イヒ~J. r設さ!!な階級闘争の説象」等々，さまざまな表現でそれへη!J台，批判，νくり返
されてレるが，それは，政府の経済政策の背宗一;二陥たわる労働c}';_の高まりをわく開小川現文fとよく ;F

している。
3) Cf. Documents， II， pp. 731-2. 
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衆化されつつある時， r同志の大臣jたちが資本家大臣の方向へ向かつて後退していった
ことは，チェルノーフの指摘の通り，まさに致命的なことであった。しかも，この後退に

よってしても，彼らは，結局，第一次連立の維持に成功しなかった。周知のように， 7月

2自，ウクライナ問題を直接的契機とするカデットの大臣の総辞職が行なわれるのである。

( 2 ) 

2月革命の産後， クツレシェフスキー(印戸田BCKlI員， M. C.)ら， ウクライナ民族主義

者の主導下に，ウクライナの民族的地域的自治をめざして結成されたウクライナ中央ラー

ダ (YKpaHHcKa兄 UeHTpaJIhHa51Pa).{a)は 4月初め，右翼的な民族主義者からウクライナ

社会民主労働党までをも含む， 約 1，000名の各組織代表を集めて，ウクライナ民族大会を

関擢し，憲法制定議会の決定を受身で待つことなく，ウクライナの自治とロシア共和国の

連邦制をめざす讃極的な運動を展開する方向を決議した。やがてこの動きは，全ウクライ

ナ人兵士を特別の民族的軍司へ統一する要求へと発展し，ウクライナの自治を原則的に承

認する法令を出すこと，国際的な講和会議へのウクライナ代表の参加問題を解決するこ

と，ウクライナ問題担当の特別委員のポストを閣内に創設すること，等の要求と共に，中

央ラーダから，その代表団を通して，臨時政府へ提出されるに至った。これに対して，政

府は，ウクライナの民族的特性，ユニークな生活条件を認めつつも 中央ラーダをもって

全ウクライナ人民の意志を代弁するものと認め難いこと，ウクライナ自治問題の解決は憲

法制定議会によってのみなされうることを挙げて，それらの要求を拒否し，また，それに

先立って，陸海軍相ケレンスキーは 6月初旬に予定された第2回全ウクライナ軍大会の

関濯を， I時宜を得なし、」ものとして禁止した豆、

このケレンスキーの禁止行為と，それにつづく政府の拒否田容は，民族自決権を侵害

するものとの抗議を全国的にも生み出したが，特にウクライナにおいて，激しい抗議の波

をひき起こしたこと辻いうまでもなし、230 このような中で， 中央ラーダは 6月10日，

f一般条令Jを布告し，一方では，ロシア全体からの分離やロシア国家からの離脱を否定

し，全ロシア国家に関する立法権は全ロシア議会に属することを明確にしつつも，地方で

は，普通選挙によるウクライナ畏族会議に ウクライナの全法制を確立すべき権限が与え

られるべきこと，さらに，今自ただ今から 中央ラーダは 「われわれ自身の生活を建設

する」ものであるとし，あらゆる村，郷などとの緊密な組織的連携，ウクライナイとに敵対

的な行政部の改選， 7月1日からのラーダへの納税，などをよびかけた。数日を経てから，

リヴォーフは，政府を代表して，ウクライナ人民へのアピーノレを発し，再び憲法制定議会

の設置を強調すると共に，ウクライナの自治権にかかわる協定に到達すべき政府の義務に

ふれて，激化する民族運動の慰撫を試みたが，了震この日，ウクライナでは.その政府と

1) CM. PeBOJIIOUHOHHoe )lBHiKeHHe B POCCHH B arrpeJIe 1917 r.， (arr予eJIbCKH誼KpH3HC)，M.， 1958， 
CTp. 694-5 :訂.日.MHJIIOKOB， TaM LKe， BbIs. 1， CTp. 155-8 Documents 1， pp. 372-380， etc. 
2) CM. PeBOJIIOUHOHHoe ){BH混 eHHeB POCCHH B Mae-HIOHe 1917 r.，注目HbCKa兄 ){eMOHCTpaUH完)，

M.， 1959， CTp. 458-465 : V. Chernov， ibid.， pp. 275-7:レーニン全集，第24巻， 599-600頁，第25
巻， 87-8頁，等を参照。
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もいうべきラー夕、、の執行機関， I総書記昂J (reHepa応出品 cel中eT勾HaT)が指名されてい

た。事態は，連立政府の{閣にとって，悪化の一途をたどっているo 6月26日の欝議は，

ウクライナ問題での協定f乍成の交渉にあたるべく，ツェレテリとテレシチェンコをキーエ

フへ派遣することに決めた。 2人は， 2813，キーエフに到着し -13後れて，ケレンスキ

ーがこれに合流，さらに，ネクラソフも「億人的な形でJ交渉の途中まで出席していた円

キーエフでは，政治的協定については主にツェレテリが当たり，軍事的問題について

は主にケレンスキーが交渉したが，早くも 29E3の娩には，キーエフ執行委員会合同会議

で，政宥代表の 3人法 rラーダと結ばれた協定」について演説している。彼らは. 30 13 

Iこ電報で，交渉は最務的段階にあることを知らせ，政府の態度を確認するため，全開療を

電{言昂に集めたが，カデットの反対でト，最終的決定詰 3名の代表が滞ってから行なうこと

になった。こうして，長く知られた 7月 213の閣議が開かれるのここで. 3名の代表から

報告された協定の要点は，次のようなものであった。すなわち、ウクライナの最高の行政

機関として，政府は中央ラーダの同意、を得て総書記局を任命すること，懸案の諸問題の解

決は憲法制定議会によって行なわれねばならないが，そこへ提出すべく{乍成されたラーダ

の諸法案に対し，政府は好意的に対応するものであること.民族的軍団構想、は否定されて

いるが，陸海軍相が適当と認めた場合には. f間々の部隊で、ウクライナ人のみの補充を行な

い，その民族的統ーの強化をなしうること.等の諸点であるつなお，この協定内容は，い

かなる変更も許されず，ただ，法律の発布に代えて，政荷声明の形をとることのみが認め

られうると L、う条件がつけ加えられたへ

カデットの大臣たちは. 3名の代表がその権限を越えて公式声明を行なったことを非

難すると共に，協定の内容は，ウクライナにおける臨時致府の全権能を亮絶するものであ

り，憲法制定議会のみが決定しうる将来のウクライナの政体を先決するものであるとし

て，このまま諺正をへずにそれを公布することに反対であると言明した。閣議が，それに

も拘らず，多数決によって提案を承認すると，彼らカデットの大臣 4名(シンガリョーブ，

シャホフスコイ，マヌーイロブ，ステバノフ)は，今後ウクライナとの関係で生じうる事態

に責任をとりえないとして，註ちに辞職することを宣言するのである。なお，ネグラソフ

について言えば，最初にその辞職を声明したが，その後，カデット中央委員会に対して，

党を離説する旨，通告Lた。いずれにしても， コノヴァロフの詩職によって f部分的な政

府危機」におちいっていた第一次連立政府は，カデットの総辞職によって.今や，全面的

な政府危機に逢着したのである九

以上の記述によって，われわれは， カデット出身大臣の苦手職に至る経過と理由を一応

辻明らかにしえたと足、うが，ここで，コノヴァロフの場合と同じように.いま~-;久この

1) Cf. Documents 1， pp. 383-6 :口.H. MHJl抱KOB，TaM )l{e， Bbln. 1， CTp. 159-163， 231-2. 
2) Cf. Documents 1， pp. 389-391 :訂.H. MHJIIOKOB， TaM )l{e， BbIn. 1， CTp. 232-3 V. Chernov， 
ibid.， pp. 280-1. 
3) Cf. Documents 1， pp. 391-2 :口.H. MH五回KOB，TaM )l{e， BbIロ.1， CTp 236-7. なお， ネクラゾ
フは，彼岳身の言葉によると 7月6Bから 7日にかけての夜，ベトログラード軍管区 11'1令部へよ

び出され，副首拒のポストにつくように要読された。彼は 2週間の期設f、jきでその指名を受諾し

たという o (Cf. Documents III， p. 1418) 
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事態の原国を深め，それを通じて，連立の危機の進行度を再確認しておきたし、。このこと

は，カずットの党首であるミリュコーフ自身が，後らの辞職は，いわば予定の行動であり，

その意味において，ウクライナ問題は一つのきっかけに過ぎないということを裏つ寺ける次

のような言葉をのべていることからも，是非とも必要である。すなわち， rこのようにし
て〔秘かに準葡し多数決でカデットを押し切るという形でJ. ドクーマ廃止の決議が， 実
施不可能な憲法制定議会召集の自取りの指定が通過した。 6月 17日の声明が， ソヴェー

トの多数派は，大体がどぎまぎして臨時政婿を支持しきれずにいるということを法っきり

させてから，閣内のいわゆる F資本家大臣』の立場は，全くやり切れないものになった。

その詩すでに新開 Fレ{チJは，後らがその後も関内に留まること法，どれほど目的に適

ったことといえるのか，とLづ問題を提起したJl)と。この言葉は，カデットが， 遅くと

も6月中旬頃には，すでに連立からの説退を考恵していたことを示している。それにも拘

らず， 7月2日の機会まで，その行動を控えていたのは何故か。ミリュコーフは，つづいて

次のようにのベて，はっきりとその理由を示すor戦線で開始された攻勢誌，連立政府の
崩壊をある程変おしとどめた。本来，連立致府は，そのためにこそ構成されていたのだJ2)O

6月攻勢の報道が行なわれたのは 6月18日のデモの翌日のことであったが， この

B，ベトログラードの街諮に誌，前日のデモとは打って変わった愛国主義的なデモが起こ

り，ケレンスキーを称え， 臨時政府を支持するプラカードがその隊列を飾った。 20Bに

は，労兵ソヴェトの全露大会から，農民ソヴェート執行委員会との連名で，前線で戦う兵

士を激励するアピーノレが出された九 ミリュコーフは， r6月18日の攻勢は，未来に対す
る希望の如きものを与えた最初の光明だった。瞬間，遂にここに，連立政権を創設した目

的が達せられ，その存在が正当fとされたかにみえたJ4)とのべている。しかし，希望のも

てる時期は短かかった。「温和な社会主義者による『戦争の受容Jにも拘らず， 革命的民

主主義派の諸機関は，まさにその攻勢に対して， すこぶる冷淡に対処してきたJ5)O 総攻

撃の不成功が明らかとなれば， 6月攻勢に律って増大した社会的反動に対して 6月18B

のデモを上まわる攻勢が対決してくるであろう。現状において，ソヴヱート指導層にそれ

を抑える力はない。 トロッキーは.次のようにのベて，かかる情勢の進展とカデットの関

祭召還との関連を明確にしているO

「彼らは妥協主義的河祭たちがウクライナ人と締結した協定を，辞職の口実にえらん

だ。この協定は，後らの帝国主義的野望にとって， う汚いれがたし、ものであったのであ

る。だが，この示威的な決裂の真の原因は，妥協主義者が民衆の抑制にぐずついていたと

L ヴ点にあった。決裂の瞬間法，総攻撃の崩壊を契機としてえらばれたのム

ところで，カデットは，第一次連立を形成する際.その新政権iこ，政府の強化と軍隊

の気分転換というこつの者望を託しその吾的が達せられている限りに，おいて f新 Lい形

1) 口.H. Mu況時KOB，TaM )Ke， B説n.1， CTp. 235-6. 
2) n. H. MuJIIOKOB， TaM )Ke， Bbln. 1， CTp. 236. 
3) Cf. Documents H， p. 944. 
4) 口.H.M沼氾犯KOB，TaM )Ke， Bbln. 1，cTp. 227. 
5) n. H. MuJI諮問B，TaM )Ke，. Bbln. 1， CTp. 236. 
6) トロッキー著， 111西英一訳， rロシア革命史J(三)，角)11文庫， 30-1頁。
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態の政府連立政府を支持すべきだという.一種の条件的支持の態度をもって出発した

ことは，前章でみた通りであるO したがって 7丹28のカデット大臣の総辞職¥:t. t皮ら
が，この二つの E標を達成していく上での連立政府の活力を見限り，薪たな政権構想、へ向

かつてd情勢の転換をほかる決意を固めたことを意味するが，われわれは，その基本方向

を. 7見58付「レーチ jに掲載されたカデソト中央委員会の次のような声明の一句によ

って知ることができる。「人民自由党〔カデットJ¥i.団結した強力な政府は， そのメン

パーの同質i生を増大させることによって生み出されるか，それとも，少数に対与る多数の

圧倒ではなく，全国民的課題の遂行に資する相互の月意を拠り所に，そのメンノミーを基本

的な冨家科書をふまえて行動させる方向で政府を組織することによって生み出される，と

考えるOJ。
この声明のめざす方向についてほ.ここで多言を要しないであろう。それは，すでに

ふれたコノヴァロフの問題提起と同ーの基本方向をめざすものであることは， 明瞭であ

る。ただ. コノヴァロフの場合と異なる点;土といえば，その発言と行動が与えた実質的な

効果という点，連立政権の展開過程に新しい段階を劃することになったその影響の主大性

という点である。カデヅトの西名が辞職しだからといって.連立政府の連立的要素が絶1ftそ
になったわけで、はないことはもちろんであるが.エス・エノレ=メンシェグィキ・ブロヅク

とカデットという，連立政権の二本の調の一本を失った第一次連立政府¥i，も誌や到底一

人立ちのできる状態ではなかったのまさにこのカデソト出身大臣の辞任を室接的契機とし

て起こった 7丹事件のさなかに、 i司頁の政府か.それとも.カデヅトの要求を脊れる政府

かという二者択一を否応なしにつきつげたカデヅトの態変~ .-;t... ，連立政権一般に対する右か

らの決定的な挑戦にタトならない。 7月事持それ自体のくわしい経過iL 抱の訴究にゆず、ら

ざるをえないが. 7月38から 5日にかけて首都をゆるがせた兵上と労動者の大規漠なデ

モは，全権力をソヴェートへ」とレうスローガン，典型的な「同質性」をもっ革命的政

権のスローガンを掲げて，連立政府に対する左からの挑戦に記ち上っているc連立政権の

危機は，決定的なものとなった。

このようなr!lで，第一次連立政府に長後の一撃を5・えることになったのは.1Yi什口リ，?、

1ーフの辞任であったっわれわれは，この小諸の最後に，改の詩任をめぐる若干の!日j題点

についても孟及しておかねばならないっ

リヴォーフは，その辞意を. 7月7口，公lJ自主錆の形で発表し，翌8日の閣議で、それ

を朗読，辞任Lt:こっ授が詐任するに至った主な理由について¥i.大方の観方が，チェルノ

ーフを中心に推進された政府の畏業政策をめぐる対立にあったという点で一致Lているよ

うであるの例えば. 9 f3のソヴェート執行委員会におげるツェレテリの演説のrllにも f従

〔リヴォーフ〕と臨時政府との不一致点;土.臨時政府の22業立法であった2)JとL、う信摘

がみら，Itる L. I司じれのエス・ヱノし党機関紙 fデーロ・ナロー夕、、」においても，そのJ~IUll

~ t. ，-ロシア革命にとって)よね'(J:¥: UU題，す之わん， 上地問題に関する『深い;意見のおi

1) Documents III， p. li3H.L 

~) Documents III， p. 1 :3~納.
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異~Jl勺こ求められている。

たしかに， リヴォーフの公開書簡の内容をみると，関議で決まった今後の政府の政綱

たるべきものめをとりあげ，そこにみられる共和国制の即時公布，立案されている農業致

策の実施， ドク一マの解散など，幾つカか込の点を具体的Iにこ挙げて， それら印iは主れL、ず

定議会の権能をさん奪するものとの非難を行なつているのだが，そのうち，具体的に意見

を展開して問題点を明確にしているのは，農業政策に関してだけであるめ。 したがって，

われわれ立 リヴォーフ辞笹の藍接的理由は農業問題をめぐ、る致府内部の対立にあるとの

前提に立って，先ず.公開書簡の該当する部分を一瞥し次いで，第一次連立政府期の農

業政策をめぐって生じた，首相兼内相ワヴォーフと農業相チヱルノーフとの対立点につい

て補足しておきたい。

リヴォーフが公開書簡の中で集中しているのは，農業省、から政府へもちこまれてきた

農業関努諸法規に対してであって，技法，その内容，その政治的本質ともに受け容れ難く，

それらはまた， r人民の法意識を掘り崩す」ものだと批判している。「それらは，単に，強
奪をめざす気運と関うものでないばかりか，また，土地関保のあるべき発展へ向けて事態

を正常北し方向づけるものでないばかりか，恰も.全ロシアで生じている破滅的な専話的

強奪を正当化しすでに既成のものとなった強奪を定着させているかの如くである。それ

らは，本質的には，憲法制定議会をして，すで;こ解決済みの問題に当たらせようと企てる

ものである心」。彼は，このようにのべて，それらの諸法規を.一個の党派的プログラムに

過ぎず，ロシアの冨家的利益を損なうものとみなす。

ところで，ここでふれられている農業関孫諸法規とは，具体的にいかなるものを指す

のであろうか。また，彼の農業省に対する非難の背景には，いかなる両者の葛藤が横たわ

っていたのだろうか。この点を明らかにするためには.われわれは，第一次連立政府期

に，チェノレノーフを中心とする農業省が百指した具体的な政策の内容に多少なりともふれ

なければ、ならない。かつてエス・エノレの農業綱績との関連で‘述べたことがあるように汽

当時，チェノレノーフの農業政策の中心となっていたのは，ストノレイピン立法の停止，土地

売実の禁止.すべての土地を土地委員会の管理下へ移すこと.という 3点であった。最初

の二つは，土地の私脊の増大を阻止することがその基本的犯いであり，三つめに挙げた方

策は，一方では.農民の無政府的な土地強奪を未然に防ぎ，他方では，農民の要求をみた

しうる仕組みをつくることをそのき臥、としていた。このうち，最初のストノレイピン立法の

停止という提案について時，殆んど問題なく実現していくが，あとの二つはそうはL、かな

かった。リヴォーフが，その公開書篇の中で非難の鉾先きを向けているのは，主として，こ

1) Documents 111， p. 1396. 傍点i部分は原文イタリツク体。
2) これが，後にふれる 7月8日政府宜言となる。但 L，ミリユコーフによれば，共和棋の宣言，ドゥー
マの解散の点については， リヴォーフの辞職後，ツエレテりが譲歩，撤回したとされている。事実，

7月8日宣言には，該当する箇所は見当らなL、。 (C札口.H.抗HJI回KOB，TaM iKe， BbIII. 2， CTp. 18) 
3) CM. PeBOJIIOUHOHHoe )(BHiKeHHe B POCCHH B HIOJIe 1917 r.， (日おJIbCKH詰 KpH3HC)， M.， 1959， 
CTp. 291-3. 以後，単に， 日ぉJIbCKH註 K予H3HC と略記する。

4) I1IOJIbCKI議 KpH3HC，CTp. 292. 
5) t01積， rエス・エノレの農業綱領の性格とその結末につレてJ.U歴史学研究Jl272-号.25-37頁。なお，
以下の農業政築に関する記述全体について O.H. Radkey， The Agrarian Foes of Bolshevism， 
N. Y. and L.， 1962， pp. 252-261 : V. Chernov， ibid.， pp. 236-242.を参照。
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の二つの法案と，それをめぐる政府内部での抗争にかかわるものと思われる。

土地売買禁止法案に対しては.土地価務の下落.それに伴う銀行抵当の減価を恐れ

て，企業家層が全体として反汁L，カデヅトも，もちろん強く低Jえした。そしてリヴ 4ー

フも，これに関して法カデ y トと完全に歩調を合わせたのであるのラドキーが言うよう

に，彼はやはり「トクーラ県の地主j であった。事態が私有権を制限する措置に及んでき

た時，彼は， Iにわかに硬化L，カデットと見分:tのつかなL、立場をとっナニ:1)のであるc
法相ベレヴェノレゼフは，チェルノーフの目指す方向に沿って.全母の公証人i二、土地売買

の承認を一時留保しておくように指示したが， リヴすーフからの攻撃をうけて，結局.一

カ月余りでその指示を取ワ消さね:まならなかった。

すべての土地を土地委員会の管理下へ移す法案辻，その作成が遅れ，盟議へ提出され

たのは，すでに 6月末のことであったのこの法案(i，結局， 8月主で放置されることにな

り，第一次連立期での関連する抗争ば， jJ虫委n会そ{L自体のp)Jきをめぐって激しく進展
する。その背景iこは，地方の土地委員会が行なってL言た地主の 1-)也の「強奪J，その呉氏

への分配，地代の不払い等々，そ，itに討する地主同盟の抗議.内務省からの!王追手々.緊

張した対立関保の進展があること(主L、う支でもなL、。リヴォーフ(i，政町へ村万三報作を行

なって，地主の会法的権利を口;与する地方活組織の布(17はすべて無効とする.という声明

公布の必要を提案しその声明は， 1定とチヱルノーフによって署名されるべきだと主張 i
た。これに対してチェルノーフば上からの新Lい良業立法がなされないことが， 下力、

らの []f~別的な立法3 を避けられないものにするのだの;とのべて， きっぱりと拒絶するわ

リヴォーフが. I披の辞職か、それとも.チェルノーフの辞職か，という二者摂ーを提起

L たSつのは，この直後のことであぺ fこ子

以上，われわれは， ワヴォーフが辞意、を表明する時点までの良業政策をめぐる問題点

を.経過を追って素描してきたっ龍単ながら， J::J主Lた経過の中から， ワヴォーフとチヱ

ルノーフとのJ主体的な対立点を会ilりうると思う。但し‘ このことから.チェルノーフでは

たく，リヴォーフの{需が辞めねi工、なら主かった理由:i，i立ちにはIHてこない(この点につい

ては，恐らく， コノヴァロフを詐i隠させたもの，カデットを辞職させたものとの電 a速の

流わの中で把えるべきものであろうっラ fキーによれば，後事をケレンスキーに託したり

ヴォーフは，辞職 Lた翌朝，その友人に次のように詰ったという月 iTL(t，こh以 L官、が

Jなすべき何物もなかったが故に立ち去ったっ諸勢を救うためには‘ ソヴェートを粉砕し.

民衆に発砲することが必要となろう D 私はそれが出来なかった。だが，ケレンスキーなら

出来る43J。 カデットが示Lt二挑戦的姿勢とは全く遣っているにしても.彼もまた， ~~-上会

~t義者J どお L の相互~による危機の収拾を，聖子党の立場で注視する道を選んだのである。

リヴ 4 ーフの辞職は，社会主義者のグループの誤IJにきして大きな衝撃を与えたとは忠

われなL、先i二引用した 7月9日下j-;-デーロ・ナローダ」も，次のように， ザヴィーフへ

の送百Ijの辞ともいうべき言葉をおく勺ている。「リヴ fーフ公(i，革命につきものの思い

1) O. H. Radkey， ibid.， p. 255. 
:2) V. Chernov， ibio.， p. 2:n. 
:¥) V. Chernov， ibid.， p. :240. 

，1) n H. Radkey， ibid.， p_ 289. 
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がけぬ客人の一人だった。彼は今それを捨て去った山。しかし去るべきものが去ったと

されるその事件でも，カデットの辞職以降，全面的な危機におちいっていた連立政府にと

っては，最後の致命的な一撃たりえた。それに先立つ 2目前の 5日には，法相ベレヴェル

ゼ、フも辞職している汽丁度，虫ばまれた木の実が民のそよぎ一つで地に落ちるように.

7月7日， リヴォーフの辞職を最後に，第一次連立政府はその存在をやめたので、急る。

( 3) 

7月9日，ツェレテリは，労兵代表ソヴェート・農民代表ソヴェートの執行委員会合

同会議の席上で報告を行ない， I臨時政府は改造された。それは 9名の閣僚によって構

成されている円とのベた。 9名の関僚というのは，第一次連立政府発足時の 15名の大臣

から，すでにのベた経過をたどって辞職した 6名を除く残りの大臣，すなわち， A.φ，ケ

レンスキー， H.8.ネグラソフ，11V¥. 11.テレシチェンコ， 8. H. ヲヴォーフ. A.8.ベシ

ェホノフ，8.主Lチェノレノーフ， M. 11.スコベレフ.11. r.ツェレテリ， 11. B.ゴ、ドネフ，
の 9名である 430 発足当時の各人のポストと変わっている点は，ネクラソフが，副首桔の

地位に就いたこと，ツヱレテリが，内椋代行の鞍を兼務したこと，そして，いうまでもな

く，ケレンスキーが， リヴ司ーフ公の推挙通弘首相に選任されたことである。

新政府の政綱は， リヴ才一フがその直接的な辞任理由とした原案を部分的に変更した

上で汽 7月 8EI，政宥宣言という形で公布された。前線での敗北に関する悲壮な言及に

始まるこの宣言は，「自己の第一の基本的課題Jとして，外敵，および無政府的・反革命

的企図との決定的な闘争に全努力を傾けることをあげ，同時に. Iロシア人民の革命的軍

隊Jが掲げる平和的な戦争目的に基づき. 8月中に，同盟国会議を開催するように提案す

ると宣言している。つづいて挙げられている各種の問題を，項目的に列挙すると，次の通

りである O

憲法制定議会を定められた 9月 17日の期日通りに開催するよう努力することっ地方

自治.政府の地方諸機関の民主的確立を行なうこと。身分，官位，勲章(戦功への勲章は

除いて)の根絶に関する法令を発布すること。経済的分野における討画の作成，経済統制

の法案・施策をf'f成すべく創設された経済会議 (3KOHOM沼田CKH註 COBeT) とヰ1央経済委員

会(r.naBHhlti3KOHOMHQeCKHH KOMH党 T)の活動を直ちに関姶せしむること C 団結権，職業

紹介所，調停機関 8時間労働日などに関する立法措置を講ずること。土地を勤労農民

へ， とL、う原則に立って，当面，農村を混乱に導く土地整理政策の完全廃止，土地フォン

1) Documents III， p. 1397. 

2) ベレヴェノレゼフの辞職をめぐる経過については，さし当り， トロッキーの言iJ掲書， 133-5頁を参照。
3) Documents III， p. 1390. 
4) このことは，さし当り， 7 Jj18日付の fフィンランド国会の解散に関する臨時政訴の宣言j の末尾
に記されている全需僚の連署によって確認される。 (11IOJIbCKH負 KpH3HC，CTp. 314) なお， 上記宣

言への連署の111には 9名の外iこ， E中peMOB(法相}の名がみられるが，これは7月1113t:fHこ.rブ
ルジョアジー」を代表する需僚の 1人として，新たに揃充されたものである。 (CM.n. H. MHJIIO-
KOB， TaM )I{e， BbHT. 2， CTp. 21) また， --(l辞職した主のネグラソフのことについては， 43頁註 (3)
でふれておいたので，ここでは設現を省略する。

5) 46頁註 (2)を参照。
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下の管理問題を憲法制定議会に委ねうる保障措置，法的権能をもっ土地委員会による土地

関係の規正1)専断的な土地強奪などの適法的な規制による除去，を実行していくことの。

これらの政綱は.r 5月6日の政府宣言。で布告された諸原則」に基づくものとされ
ているが，たしかに， 7・8宣亘の内容は，その継承の上に構成されており， それを， 第

一次連立の社会主義者クループが主張してきた方向で具体化したものといえよう。そのこ

とは，例えば，ベトログラード・ソヴェト経済部が立案し，エス・エル=メンシェヴィキ・

ブロックの指導層がその実現を推進した，経済会議・中央経済委員会じ関する部分4)や，

i見らかにチェルノーブの努力目標を文章化したものとみられる農業政策の部分などに良く

示されている。このような政綱の内容と，前述 Lた閣僚の構成を考え合わせるならば，こ

こに成立した新内閣は，エス・エル=メンシェヴ、ィキ・ブロックとブルジョアジー左翼と

の同盟に立脚する政府であり， しかも、その同盟の進路を規定する主導的地位は， ソヴェ

ート多数派たる前者が掌握しているとみてよ L、但し 7月のこの時点においては，この

ソグェート多数派は.すでに.ベトロクラード・ソグェートの労働者セクツィヤにおい

て. 3分の lほどの少数派に転落していることを注意すべきである九ベトログラードの

革命的労働者からは孤立し， プールジョアジーの政治指導部一一カデットからはボイコッ卜

されている中で，エス・エル=メンシェヴィキ・ブロックは政権を握った。

先にふれた 9日の合同会議は.前線の崩段. 7月事件.反革命の危険.そしてこの新

政府をめぐって徹宵'の討議を重ねたのメンシェグィキ派を代表Lて発言したダンは，全勢

力を集結しつつある反革命，さし迫る軍事独裁の危険を指摘しつつ.rもしも、今， われ
われが権力をわが手中に獲得しえないならば，一一ーもしも，暴動の一掃に率先して当り

えないならぽー 他の者たちがそれをやるだろう c 彼らは同時に.革命そのものを圧殺す

るのだのJとのベ，政府を「独裁の政府」と宣言することを提案Lた。エス・エル派を代

表するアヴクセンチェフは.ポリシェヴィキとの提携を説いたルナチ γルスキー(J1yua-

qapCK凶， A. 8.)を激しく攻撃し「ただ一つのこと.すなわち，民主主義の意志に対する

無条件の服従あるのみだ。われわれに賛同しないすべての斉は，今や敵であるnJ とのべ

て.ダンの提案を熱烈に支.j.)'Ltニ。こうして合[(司会議U:. [--.j!.liした政府を i革命救済政

府J(npaBHTe~bcTBo cnaceHH冗 peBOAOUHH)と宣百し.それに土JLて. r-軍隊の組織と規作

を('cn復L.いかなる反革命とアナーキーの現われとも決定的な間争を行なうために， ま
た，宣苫のqlで‘描かれた実際的措置の全プログラムを実施するために，無制限の権力が認

1) 農業政策に関するこれらの具体的項目は，先にふれたチエルノーフの中心的な三つの政策，すなわ

ち， ストノLイピン立法の停止，土地売買の禁止，土地委員会による土地管理に，それぞれ，対応す

るものと思，;Iフ*lる。
2) CM. VhOJIbCKH負 KpH3HC，CTp. 295-7. 
3) 前章で言及 Lた5月5日付政府宣告のことである。 ニの宣言は 5月613 H r臨時政府公報」で公
表されている。恐らくその理由によるものと思われるが，各種の資料の ~11 では， r 5月6日宣言」と
いうような記述の仕方が多L、。

4) CM. n. B. BOJIo6yeB， T8M iKe， CTp. 137-9. 
5) CM.目的J1bCKH員KpH3HC，CTp. 18. トロッキー，古ij掲書， 48頁。
6) Documents III， p. 1392. 

7) Documents III， p. 1393. 
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められる1)J (傍点引用者)ことを決議したのであるの

これらの討議と決議を貫ぬく論班は， r革命救済政府Jによる次のような措按じよって
突蹴されていった。先ず，この新政府が出現する直前からとられていたポリシェヴィキ指

の逮捕命令，前線からの信頼しうる部隊の召還 7月事件に参闘した部隊の解散とい

った措置を継承L.出版の自由の制限，ベトログラ{ド住民からの武器没収というよう
に，ポリシぉヴィキと首都の革命的労働者-の闘争を鎮圧する政策の追求であり，また. 7 

月17日付けの内相代行ツ芯レテリの同意が示しているように，農民の「専断的Jな土地

闘争に対する「早急にして断固たる措置Jを追求する方向であり， itこ，有名な7月12日

付-けの前線における死刑復活の決議である230 この決議は，当時，商南戦線軍司令官であ

ったコルニーロフ (Kop間流OB，JI. r.)の直接的な圧力の下に生み出されたものであるがめ，

政府は， 7月の中頃，そのコルニーロフを最高司令官に指名したの このようにして， r革
命救済政府Jは，与えられたその「無制限の権力Jを，先ず， rわれわれに賛同しなL、J
労働者，農民，兵士の闘争に向けたのであるの

それにしても，もしも「革命救済政府Jが.7・8宣言で示された政綱を全面的に実行
する道をたどれば，その政権の前途には，従来の連立のくり返しとは異なる新しい展望が

1mかれることになったかも知れなL、。また，われわれは，このような方向での努力が全く
無かったとは考えなL、。例えば， チェルノーツが推進力となって生み出された7月12日

付法律 7 月 16 日付農業相 I~I\令は，その好例である O 前者においては，土地所有権，抵当

権等の設定や譲渡の際は.県土地委員会の認可と農業省の確認を必要とすることが定めら

れベ後者においては， 全体として，対立する農民と地主の利害を調停する立場に立ちつ

つも，地方の土地委員会に対して，所有者が自ら耕作しえない土地の管理，借地料が協定

不能となった際の調停，取入れがなされずじいる牧草地の調停価格による分配，使用され

ずにいる役逝・股具の設似・は貸，等々の広範な権能が認められているヘ

しかし， ラドベユ…によれば，そのチェルノ…ツ℃、さえ、当時， ソヴェ…トが権力仕搬

ることιきっぱりと反対していた。そh¥l，かえって， ソヴェ…ト多数派(メンシェヴィ

キ， ょにス・ょにル)の倍別を失墜させ， ソヴぶ…ト少数派(ポリシェヴィキ、 エにス・よじル

派)の独裁へのj試合拓くものと考えたのである670 まして， ケレンスギヤ…，t. 1i故l氏(1'0v:'， 
勤労者のl司舗な政府を作る方向を拒否正しており，ただひたすら，カダヅト削工業界の代

表を合む広範な連立政府の構成を目指してし、た~ ツェレテリも，先に引用した 9IJの

のすぐあとに，ソヴェ…トと非社会主義分子との同等な代表制は， 維持

1) 1110JIhCKH政 KpH3HC，CTp. 238. 
2) CM. 1110JIbCKH抗 Kpli3HC，CTp. 300山311.
3) CM. n. H. MliJIlOKOB， TaM me， Bbln. 2， CTp. 58…63. 
4) Cf. Documents ll. p. 556-7. チエノレノーフによれば，この法体遺f通渦させるために，彼が行なっ

た唯一の譲歩は，法案の「禁止的形態Jを「許可申l的形態Jへ変えたことだとされてL、る。 (Cf.v. 
Chernov， ibid.， pp. 242-3) 
5) CM. 1110JIbCKli抗 Kpli3liC，CTp. 305-9. この司1¥令なめぐって，法務省，食糠省，内務省と，農業省
との問に生じた対立，矛盾については， V. Chernov， ibid.， pp. 244-5.を参照。

6) Cf. O. H. RadKey， ibid.， pp. 294-5. 
7) Cf. V. Chernov， ibid.， pp. 282即3.
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ロシア諒持政府に関する一考察〈中j

されるであろうJ[)とつづけているう「革命設済政府jは， ソヴェートによって与えられた

「無制限の権力jを， ソピェート多数派の政権として，自己を安定させるために用いよう

と;え決 Lて考えていなかったゥ新政府は，その出発点において、再び充実した連立政誰

を講或しなおすことを目指していたのであり‘その;言、味におし、て， トロッキーが言及した

通り‘当初から:過渡的政府J23としての性格を賂mされていたのであるJ革命救涜政府J
;;t，結局は，第一次連立政府の残骸で会り，そこに立篭るエス・エノレ・メンシェヴィキ

は.先ずもって，連立との断絶の中から登場する左右の攻撃をおさえ，再生すべき連立の

拠点を持ちこたえるために，その「無~Ijlj限の権力」を必要としたのだったっ

( 4) 

7 Jcj 11 日から 1~ l=lにかげて新政府に汁する態度を協議した国会臨時委民会は， r-[l~l 
1村の多くの有力な諸勢力の晃解を代表せずム l司会臨時委i士会との協議をへずに構成され

た新政府は，「連立の思想の健全な実現Jfこりえないという結論を声明したの。 これは，

-tc::その内部に「資本家大臣」を抱えてL、る「革命救済政府Jがー先行する了二つの革命

政府の源泉J4}から，連立の欠搭者とみなされたという}\~，γミ\第二次連立を構成するため

の本絡的な交渉を開始させるきっかげとなった。 1~3 11‘関僚全誌の辞表を子中に収め，交

渉に捺しての自由裁量の条件をえたケレンスキ，.工，次の日からカデヅトとの公式接種Jを

fi治台する日。

カデヅト中央委員会から，ケレンスキーとの直接的な接触を認められたナポコソ

(Ha6oKOB， B.ユ.)，キシキン (KH凶KliH， H. 11よアストロフ (ACTpOB，H. 11.) の 3人は，
15 F1， ケレンスキ-~こ対する書簡を出して， J主立への参加を-可能とするカデットの条1'1:

を二 7点にわたって主式{とした。その要点は次の通りであるo (1)，全閣僚は，その良心に

j.1{ (J:を負うべきであり.い方、なる委員会.長 i織の干渉にも左右さまじなし、ことっ(~).基本的

之社会的改革攻体iこi史上Fる諸HU題の辞決;t，すべて.憲法相主議会に委ねらるべきこ
とゥ 伶戦段弓争1と:議i蒜E宥和]に!関;刃1して IJ-士し. )述主f合il凶i言司iヨiとの〉完己全fな£綻一という}涼;京去お!司卯別1り叫iリJiに二b従、三E昏ヲ〉ことο (/1札i

な!不I{辛iドH堤見をiドい凶}υ司iヰJt復支L‘戦略・戦前への兵 i二委託会の干渉を担止する措置を講ずることっ(;)).校

)[:の再建、無政府((J. 夜政府(1な，反革命的分子ーとの強力な抗争哩安定 l;'ニJti!.::Jj行政の組

織c 例.国家法廷の常態への復帰と.検事および判~lr の不可侵" (7)，憲法制宅議会の選挙

~ 1 ~ rr ~二国民的意向を示しうる方法ーで行なわるべきことの勺なお，カデソいjゴ央委員会はち

これらの条件を連立政府のrjlで実現してレくための保障と Lて，連立の人的構成と双方の

1) Documents III， p. 1390. 
2) トロッキー， lJIj揚書， 182頁， トロッキーの己主:を，もう ・つ被足 Lておこう。;一これこそ， illO名の
資本家大白反対」といろ， 6 Yl'If ('1σ スローガγの支視されたものではないだろうか?否，これは
このスローガンが不十分であったことを暴露したもの v三点Jる。民主主義大山は，ただ資本家大 i立を

つれもどすためにのみ政権を握ったのである Lacoalition est morte， vive la coalition!連合は
死せり，連合i要最!J (同書， 170-1頁}。
3) Cf. Documents III， pp. 1400-1. 

4) 上記声明中のー匂。

5) Cf. O. H. Radkey， ibid.， p. 296. 

6) Cf. Documents III， pp. 1401-2. 
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量的比重という問題を提起し具体的には，何物をも代表せず，またカデットの 7条件を

貫徹する能力に乏しい現在の非社会主義者の大臣を取りかえること，新開療には，カデッ

トのほかに，商工業界の大物を入れること，最後に，自分勝手に，カデットの政縞と全く

対立する政策を追求してきたチェルノーフを関瞭から排訟すること，と L、う要求をつけ加

えた130

上記の諸条件と要求は，カデットが，総辞職と L、う手段をとって，連立の一方，社会

主義グループへ強要した政策的方向を明確に示している。これと. 7・8政府宣言の方向

との相異は，あらためて説明を要しなL、。ただ一点、だけ補足すれば.度々言及したソヴェ

ート執行委員会合同会議は，新政府に「無制限の権力j を与えた到の決議の中で， 「社会

主義者の関{奈は，そのすべての活動について，少なくとも一週間に二度，執行委員会合同

会議へ報告せねばならなL、」のことを決めている。これに対して，カデットは，明らかに

ソヴェートによる社会主義大臣の拘束を念頭において，あらゆる組織から自由であるべき

関掠の立場を，その第一の条件として要求しているのである。

しかし， ミリュコーフによれば，ケレンスキーは，チヱルノーフの排除という点だけ

を除いて，その抱のカデットによる全主張点に基本的な同意を示したという C 接衝に当た

っていたカデットの 3人は‘それすら認めず¥チェルノーフの排除が実現しない限りカデ

ット立入閣しえないと言明したが，カデットの中央委員会は. 7・15書簡で示された条項

と関努措成の提案が受け容れられるならば，チェルノーフの排除に思執しないとしづ態度

を決めた330 この場合，われわれは，当時， ミリュコーフが行なった演説の中にみられる

新政府への幾つかの評価に注意したい。例えぽ彼は，新政府が，前線での敗走.ポリシェ

ヴィキの暴動などに驚いて. 11，皮らは，そのコースを鋭く変化させねばならぬことを理解

した」とのべ.r死刑が再制定されたJと評価する。また. 1期待される以上のことを行な
ったJケレンスキーを許Z{i1fiL，臨時政府は「その全権威を失わなかったJとくり返す。そ

して，チェルノーフの辞任を最後通諜として提起することへ疑問を投げかける言葉が，こ

のあとにつづいているのσ 上記のカデット中央委員会の態度は.彼らが， ミリュコーフの

言葉が示す「革命救済政府」への一定の評価の上に立って，例えば，総辞職をした同:点に

みられ/るように，決裂のために条件を準備するという姿勢から，提携の復活を期待して条

件を呈示するという姿勢へ，僅かながらも転換しつつあることを示すものといえよう O

ところが，ケレンスキーを中心とする交渉の進展に，当売さにも予想されるべき昨'Mが
生じた。ツェレテりを中心とする関内からの 7・15書簡1三対する反撃である。ツェレテり

は， 7・8政府宣言を完全に受容する人物によって閤標は禎充さるべきであり，もしもこ

のような人物がし、ない場合は現構成のままで進むと Lづ立場を， 1政府全体の意見j とし

1) CM. n. H. MHJI路 KOB，TaM iKe， BbIll. 2， CTp. 25-6. 
2) Documents III， p. 1394. 
3) CM. n. H. MHJI犯KOB，T8M iKe， BbIn. 2， CTp. 26. 
4) Cf. Documents III. pp. 1410-3. 引用句は，いずれも 7耳目白にもたれた語会議員の私的な会
合で行なったミリュコープの二つの演説からとったものである。
なお，チェルノーフは，カデットの辞任要求につづいて，猛烈な中蕩のキャ γベーンをはられ，

208.ー丘辞職L.その後第二次連立が成立する際に農業担に返り咲く。 この間の事構については，
O. H. Radkey， ibid.， pp. 296-313にくわしい。
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て声明した。また，ネクラソフも，政府は 7・8宣言の設縞を堅持し，交渉a.その範
笥内でのみ行なわれると言明した。これらの言明が，カデットによって 7・15書簡の拒

否， したがってまた，事実上の交渉継続の拒否とうげとめられたことは，いうまでもない。

ミリュコーフ;1，ケレンスキーが， 19日の日中まで. カデットへ譲歩する意、志を示してい

たが，ツェレテリを含むソヴェートの:幹部と面談してL く中で，夜には，ヅヱレテりの要

求の方へ向きを変えたとのべてし、る1307丹21Fl， IレーチJ~ニ，ナボコフら三名に対す

るケレンスキーの返事が掲載されたのその主弘、手紙の中には，カデットが， 7・15書簡の

拒否，交渉の決裂とうけとめるはずの， 次の一旬が含まれているの「政府の活動は， 3月

2 B， 5月6日 7月8自の宣言に含まれている諸原別によって.変わることなく導かれ
るであろう J2) (努点引用者)。 この同じ :!ln，ケレンスキーi土，副首相のネグラソフに，

「怠の全努力にも持らず¥臨時政府の関僚を捕充することが不可詑なことを考慮してJ，

もはやこれ以上の責任を負い切れぬ彼を，一切の役職から解放するよう要求した手紙を託

L，ベトログラードを去った330

ケレンスキーの辞職は.連立を構成すべき双方の側に，衝撃を与えたの連立をめぐる

吋[f百の状況が時と共に困難になる中で， しかも連立の方向にしか進むべき展望をもたなか

った者にとって，連立政策を最も端的に積極的に具現Lているケレンスキーという人物

ほ，いわば欠けがえのない貴重な存在だったからであるη トロッキーは.ケレンスキーに

ついて， I彼は， f殺史が恐怖Lし/ていた 2月革命のお力か込;汗子で、司法大臣になつた巧[()以λ.寸5乱Lドそせ主る奴

たl?JJ の 4月デデ、モiば工.伎を陸海軍の大臣と Lた。 Fドイツの手先三によって惹き起こされ

た 7月間争は， t皮を政府の首E互におしあげた。 9丹のはじめには，大衆運動はこの政需の
首班をまた最高司令官とするであろうの妥協制度の弁証法とその悪意にみちた皮肉は，大

衆がケレンスキーを顛覆するまえに.まず(1立を最高の高みにおLあ;干なげればならなかっ

たという事実にあるのである!めとのべているが，これは一つの卓見というべきであろう丹

ケレンスキーの辞職と L、う事態に直面 Lて.残った関僚は.この日の夜， 5党(カデヅト，

~/~t~~;住民主党，エヌ・エス， メ γシ 1';、ィキ，エス・エノレ). ;~組織([立会臨時委 n 会. '');兵

ソヅ、コーート執行委11会， J1'H亡、/クム j 、執行委Hi-?)の代去を!+ミめて協議するが， この会

品は、ロッキーの liぅケレンス:::-¥--ーの興経の歴史こ，また新しいー頁をつけ-/)11え

たの次にのべるように.彼に対する裂11誌の全権付与がそれである。

21日の夜から翌朝にかけて討議をつづけたこの「歴史的会議」日での各派の応酬は，

すでに何度もくり返されてきた内容のものであったり例えば，ネクラソフは，政府から辞

職せんとし，その政治的キャリヤを閉じようと Lているが故に敢えて言うのだと前置き L

て労兵代表ソヴェート 11¥身の同僚たちJに対L. 自らの手中に権力を掌握してロシア

1) CM. n. H. MHJIIOKOB， TaM )Ke， BbIn. 2， CTp. 26-8. 
2) Documents III， p. 1405. 

3) CM. n. H. MHJI回 KOB，TaM )Ke， BbIロ.2， CTp. 31-2: Lccurr.ents III， p. 1417. 
4 トロッキー前掲書，201頁。
5) 連立各派が，この会議をこのようによぶのは珍しいことではないが，倒えば 7月26日の「ヴォー
リヤ・ナローダJ，!DJ日の「デーロ・ナローダ」にもみられる。
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の運命に責任を負うか，それとも，それを行なう決意がないならば，連立政府に権力を委

ねて干渉するなと主張し ミザュコーフも，その定式を支持して，権力をとるのかそれと

も，ケレンスキーによって構成される致荊に無条件で信任を与えるのかと追る。後は，最

初の演説で，ケレンスキーに組閣の全権を委ねることを提案しているのであるC これに対

して，例えばツェレテリが，カデットが自分自身で政権を構成しえないのなら，現に存在

する政府をボイコットするなと要求する，というぐあいである。会議は，最後に.各党の

決議を表明し合い，表決に付することなく散会するが，結論として，各党の意向は，ケレ

ンスキーに組関の全権を委ねるという点で完全に一致していた。担し，メンシェヴィキと

エス・エノレは， 7月8Rの政府宣言に基づくという方向で， カデットは. I全国民的基盤
にたってj という方向で，エヌ・エスと急進民主党は，ほぼ無条件で。そもそも，この会

議は，残留する閤探が考えた三つの解決方法，すなわち，権力を受けとった本来の源泉

(国会臨時委員会とソヴェ-1-)へそれを畏すか，それとも，組閣に当たるある一人の人物

へ全権を譲渡するか，それとも，主な政治的社会的組織へ提起してその見解をきくか.と

いう三つの方法のうち，第三の方法を選んで，[}~かれたので、あるが，その結果は，結昂，第

二‘の方法へと，事態の解決を転稼して終わったわけで、ある円

22日の午後，ネクラソフの招きで冬宮へ戻ったケレンスキーは，上記の会議の提案を

受d'tL. 23 B.公式の声明を発表した。彼は，その中で， I祖国と共和制を救済する仕事
¥1，党派的な軌礁の忘却を求めているという私の牢匝たる確信Jを表明し戦争の遂行，

戦闘力の維持，経済力の回復への，民衆の献身的な努力をよびかけるc彼はまた，政権を

再組織する際の原則として， 7・8宣言のことにはふれず，革命以降，各政府によって継

承されてきた原則!と L寸表現を用いるにとどめたの。 ケレンスキーは，最終的に， 7月8

Hの政府宣言を放棄したのである。ミリュコーフは，このケレンスキー声明を高く評価し

て次のようにのべているo Iここに. 将来の内関の基本的立場が，非社会主義者クソレープ

の観点と完全に一致する表現で定式化された……このようにして.交捗の基盤は見出ださ

れたJ330

7月25日. I臨時政府公報J土、 15名の新開{奈の氏名を連ねて， 第二次連立政跨の

誕生を告げた。しかし，それは，まさに氏名だけであって，第一次連立内関が成立した時-

のような宣言文=具体的な新政府の政綱に当たる部分が全く見当たらなL130 これまでに

のベた経過からして 7・8宣言はすで、に第二次連立の致縞たりえなL、とすれば，新連立

の政治的方向を示す多少とも公的な文書は，結局，前述した 7月22日付ケレンスキー声

明以外には存在しないことになる。 7・8宣言からの大幅な後退を伴う極めて内容空疎な

この声明は，そのようなものとしてしか，統ーした連立の政治的立地を定めえなかった事

情の反映であったが，そこに築かれた第二次連立政権L その必然的結果として，ケレン

スキー倍人の戸明を超える，統ーした政治的プログラムを持って出発しえなかったの七三、あ

る。

1) Cf. Documents III， 1419-1427. 
2) CM. l1IOJIbCKs詰 KpM3MC，CTp. 320. なお，この声明の日付は22Eとなっている。
3) 耳.H. MMJIIOKOB， TaM iKe， BbIn. 2， CTp. 37-8. 引用匂中の……部分は，引黒者の省略。
4) CM. I1IOJIbcKM註 Kps3MC，CTp. 321. 
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閣僚の構成についてみるならiえまず，非社会主義グゾレーブの主柱となるべきカデッ

トは，オリデンブ‘ノレク (OJIb)J.eH6ypr，C.争よ ユレネフ (IOpeHeB，口.口よ カノレタシェフ

(KapTaweB， A. Bよココシキン (KOKOWKHH，争.φ.)の 4名を入閣させた1九これに，第

一次臨時政府1:)、来，一貫して関探の地位にあったネクラソフ，テレシチェンコ。「革命救

済政Rむの時期に補充されたエフレモフの 3人が，非社会主義グループに数えられる C ネ

クラソフは，ひきつづき副首相のポストを占め.さらに設相を兼務することになった。

これに対する社会主義グループとしては，エス・エルから，ケレンスキー，アヴクセ

ンチヱフ，チェルノーフ，メンシェヴィキから、 スコベレブ，ニキーチン (HHKHTHH，A. 

Mよエヌ・エスかち，ベシェホノフ。ザルドヌイ (3apyλHbl詰， A. c.)が入関Lている。

残る 1人の関探，プロコポヴィチ伺pOIWIIOBH可 C.司.)は. ミリュコーフの分類によれ

:丈メンシェヴィキの系統に含められ.さらに e 首相兼陸海軍指のケレンスキーを補佐す

る陸相代理サヴインコフ (CaBHHKOB，B. B.エス・エ/レ)と海杷代理レベデフ{立e6e)J.eB，

B. H.エス・エノレ)，ネグラソフを諦佐する蔵相代行ベノレナツキー (BepHa江CK泌， M. B.メ

ンジェヴィキ〉という 3名の副大臣が，社会主義大臣のグループへ加重されているのの

量的側面からこの講成を入るなら;王、社会主義グループの援{立が確認されるが，若干立

、iぅ入ってその内実をλ 乙待，必ずLも日じ結論とはならな¥.'"相対的にみて最大のグルー

プを講戒するここス・エル二 Lても，ケレンスキ.-(之，すでにエス・エ/しといろよりは， )虫

色各派にまたがる協調のシンボ/レであり， -I}-グ f ンコゾとレベデブの 2人は.そのケレン

スキ一個人によって在命さJ.tた提の助手であって.エス・エノレ党の信任・委託を受げてL、

るわけで、はないの結司，エス・エルを代表しうるのは.左翼中央派の指導者チヱノレノーフ

と‘右派に近いアヴクセンチェブの 2人だけといえよう 330 メンシニヴィキについても，

新Lい構成の中に，ツェレテりを欠いた弱点を補ろカは.全く期待されえなL、。ミリュコ

ーブ;し「売かばかり{乃名目的な託会主義ιの援勢があっても関内での事実との援勢は，
無条件に. ゾルジ 1 ア民主主誠の訂正いある擁護苫の{NUにあった4)Jとi男三LてL、るが，

の自信を支えと根拠(I)・つはコ革命的l己主主義Jのfデオロギーの担いず:5) J. ツェレ

去りの辞任左いろ事実を勘案 1t~ 三とにあった(

だが， この[l'j:/，i，におけーるエス・:ル， メンシェ 'fィキにとって，関内における連立各

派の力関係の問題は、量的意味におし}ごも，質的意味においても.一体，どれほどのi主要

認をもちえたで、あろうかのこれまでの全経過が示Lているように， I革命救済政府」は，

その内部において，エス・エノレ=メンシェヴ fキ・ブロックカ礼、わば強力すぎる比重を占

めていたがために，かえって，新しい別の連立政権にその場を譲らねばならなかった。彼

らは，新たに発足した第二次連立の内部に，ブソレジョアジーの強力なグループが存在すれ

1) ミリュコーフは，これらカデットの関{奈の立場iこっレて， r人民自出党のメンパーは，重要な者の支

記を要求せず正部内での自己の役諒を，ケレンスキーが望み活用しうる範囲内での道義的支持に限、、、、、、、
定したJ(傍点引用者}とのべている。 (CM.n. H. MHJI回KOB，TaM )f{ε， Bbln. 2， CTp. 44) 、
2) CM. n. H. MHJIおKOB，TaM )f{e， BbIn. 2， CTp. 44. 
3) Cf. O. H. Radkey， ibid.， p. 320. 
4) n.討.MHJI犯KOB，TaM. )f{e， BbIn. 2， CTp. 44-5. 傍点部分は京文ではイタジック体。
訪日.H. MH五時KOB，TaM. )f{e， Bbln. 2， CTp. 45. 
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ぱ，そのこと自体を一つの成果としてうけとめざるをえない地点まで追いつめられてい

る。いかにして， I傑出した貢任三うる諸政派の支持をもっ連立内躍を構成するJl)か，一一

これが後らの当面する努力の呂標であり， したがってまた，評価の焦点でもあった。そし

て，彼らは，このような夜点から，再生した新しい連立政権を受け容れ，ほとんど決裂す

前の窮状をのり切ったケレンスキーに，議辞をおくるのである。

エス・エノレ党の中央機関紙「デーロ・ナローダjは，第二次連立政府の出発に当たっ

て，カデットの総辞職につづく数々の危機を振ワ返ワながら，次のようにのべている。

「そのデッドーロックから抜け出る道は無いかにみえた。もしも諸君が右へ行けば，革命を

破誠させただろう。もしも左へ行けば，国家を破滅させただろう O もしも議君が同じ場所

に留まっていたならば，国家も革命も破誠させたで、あろう」。だが「ケレンスキーは， そ

の政治的才能，知恵，手腕によって，遂に，諸力の中点をとる均衡へ首尾よく到達L，詞

者の側を相互の譲歩によって和解させた」。ここに誕生をみた連立政蔚は， Iその期待にJZ，

えず， 7 Ji 2日に斡みじんに濡れ去ったあの連立jの，単なる「反復」にすぎないといわれ

るかも知れなし、。「恐らく，それはそうであろう。だが，もしその新連立が以前の不成功

に終わった実験の『反復Jにすぎないとすれば， 7月3-5呂のベトログラードの事件が，

その責任を負うべきであるfら
その論調に含まれるベシミスティクな展望とは不釣合いな，このケレンスキーへの過

大な讃辞は，エス・エノレ中央派が，すでに連立それ自体に譲辞をおくりえぬ時期にありな

がら， しかも，現実には連立政策をとらざるをえなかった矛盾・の反映で、島るO この矛盾

は，やがて，第二次連立から第三次連立へさしかかる時期に，左派につづいて，エス・エ

/レ中央抵の内部にも，連立政策に対する公然たる批判の出現を生み出すであろう。われわ

れは，次節において， I第二次連立の不毛の記録3)Jをたどりながら，連立政策をめぐるエ

ス・エ/レの意見の分fとを検討していきたい。

Some Reflections on thξRelation betweξn 

the Coa1ition and the SRs (11) 

TAKAOKA Kenjiro 

{以下次号)

In this issue only the second part of this essay is printed. The third concluding 

part， with the surnmary of the paper， wiU appear in the next issue of the same 

journal. 

1) 7月26B付「ラポ}チャヤ・ガゼータ」の一節。この論説では，カデットの新開療に関して，カデ

ット中央機関紙「レーチ」が「その最良の人物，最高の理論家にして政治家， 最も実践的な指導者

にして専門家j と称していることをまともにうけとめ， 新しい連立政権の長所の一言語としている Q

(Cf. Documents III， p. 1432-3) 
2) Cf. Documents III， pp. 1433-4. 
3) ラドキーの読揚書，第 9章の章名がこの言葉である。
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